
手続きチェックリスト

出生

所要時間目安 40分～60分
個々の事情や世帯の状況により必要な手続きが変
わりますので、所要時間もそれぞれ異なります。

窓口の混雑状況によりお待ちいただくこともあり
ますので、あらかじめご了承ください。

会津美里町公式ホームぺージ https://www.town.aizumisato.fukushima.jp

福島県大沼郡

会津美里町
【本庁舎】 〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
【本郷支所】〒969-6195 福島県大沼郡会津美里町字北川原41番地
【新鶴支所】〒969-6495 福島県大沼郡会津美里町鶴野辺字広町740番地

必要なものに記載の「健康保険
の資格がわかるもの」とは、下
記のいずれか1点となります。

・健康保険証
・資格情報のお知らせ
・資格確認書
・マイナポータルの資格情報

下記にあてはまりますか？ 手続き内容 必要なもの 本庁舎窓口
該当
欄

受付
状況

お子さんが生まれた 出生の届出
出生証明書、母子健康
手帳 3番

住民戸籍係
0242-55-

1166
マイナンバーカードを作りたい

マイナンバーカードの交付
申請

住民票が必要 住民票の請求 本人確認書類

住民
戸籍

お子さんが国民健康保険に加入する 資格確認書等の交付

8番
保険年金係
0242-55-

1145

出産した医療機関で「直接支払制度」
を利用し、出産費用が出産育児一時金
を下回った場合

出産育児一時金の差額請求
資格確認書等、振込先
の通帳等、出産費用の
領収書、明細書の写し

妊産婦が国民健康保険に加入している
場合

産前産後期間の国民健康保
険税の減額

母子手帳

妊産婦が国民年金1号被保険者の場合
（国保の方はだいたい1号）

国民年金保険料の免除 母子手帳

保険
年金

お子さんが生まれた

こどもの医療費助成の申請
（社会保険加入者のみ） マイナンバー確認書類、

請求者の通帳等、健康
保険の資格がわかるも
の

6番
こども家庭
支援室
0242-55-

1145

おむつ券の申請

請求者の職業は公務員以外である 児童手当の申請

赤ちゃん訪問のご案内 赤ちゃん訪問のご案内

こども

下水道を使用中である 下水道使用人数変更の届出
11番
上下水道総務係
0242-55-1181

町営住宅に入居中である 入居者異動の届出
11番
管理係
0242-55-1181

上下水
住宅

各種手続きの
詳細はこちら

R7.6.30更新

本庁舎のほか、本郷支所、新鶴支所でも手続きが可能です。



「うぶごえコーナー」写真提供のお願い

このたびは、お子様のご出生まことにおめでとうございます！

町の広報紙「広報あいづみさと」では、裏表紙にカラーで「うぶ
ごえコーナー」を設け、赤ちゃんの写真やお名前・保護者様からの
メッセージ等を掲載しております。

こちらへの掲載にご同意いただける場合は、以下のとおりメール
にて掲載をお申し込みください。

ご出生の記念になるほか、町内に住むご親族・知人等にもご覧い
ただけますので、ぜひお申込みください！

１）赤ちゃんの写真を撮影する

２）政策財政課宛にメールを送信

３）政策財政課からのメールを確認

こちらへの掲載にご同意いただける場合は、以下のとおりメール
にて掲載をお申し込みください。

ご出生の記念になるほか、町内に住むご親族・知人等にもご覧い
ただけますので、ぜひお申込みください！

広報あいづみさと

「うぶごえコーナー」

写真提供のお願い

掲載申込方法

赤ちゃんの写真を
撮影

※サイズは
7MB以内

１

seisaku@town.aizumisato.fukushima.jp

２

確認のメールが
届きます

３

■メールの件名は

「うぶごえコーナー」としてください
■メール本文には次の内容を入力してください
・赤ちゃんの氏名とふりがな
・保護者様（父と母）の氏名と住所
・保護者様の電話番号
・メッセージ（28文字以内）
■写真は掲載せず、氏名とメッセージのみ掲載
したい場合は、その旨を記載してください

【広報紙の掲載月について】
毎月７日までにいただいた写真を
翌月号に掲載します。

例：4月7日の申込み→5月号
4月8日の申込み→6月号

問／政策財政課 政策企画係
0242-55-1171

メールアドレス
はこちら→

政策財政課に
メールを送信！

このたびは、お子様のご出生
おめでとうございます！
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